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お知らせ

４
月
１
日（
水
）か
ら

公
共
下
水
道
供
用
開
始
区
域
を
拡
大
し
ま
す

■問
下
水
道
課 

☎（
55
）７
１
２
４

▼
供
用
開
始
区
域
／

【
佐
屋
地
区
】

佐
屋
町
宅
地
、道
東
お
よ
び
道
西
の
各
一
部
、

内
佐
屋
町
河
原
の
一
部
、
北
一
色
町
東
田
面

の
一
部
、
落
合
町
下
通
、
上
河
原
、
中
河
原

お
よ
び
中
通
の
各
一
部

【
佐
織
地
区
】

小
津
町
浦
田
面
、
観
音
堂
お
よ
び
古
堤
の
各

一
部
、諏
訪
町
郷
浦
お
よ
び
郷
西
の
各
一
部
、

根
高
町
郷
前
お
よ
び
本
郷
の
各
一
部

▼
供
用
開
始
後
の
注
意
事
項
／
供
用
開
始
後

は
、「
排
水
設
備
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
。

　

く
み
取
り
便
所
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方

は
、
供
用
開
始
日
か
ら
３
年
以
内
に
水
洗
便

所
に
改
造
が
必
要
。
す
で
に
水
洗
便
所
を
使

用
さ
れ
て
い
る
方
は
速
や
か
に
接
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
受
益
者
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に
】

　
供
用
開
始
区
域
内
に
土
地
を
お
持
ち
の
方

へ
送
付
し
た
受
益
者
申
告
書
の
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。
受
益
者
と
対
象
と
な
る
土
地
の

把
握
に
正
確
を
期
す
る
た
め
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
／
４
月
30
日（
木
）

【
宅
内
排
水
設
備
工
事
の
お
願
い
】

　
公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
の
供

用
開
始
さ
れ
た
区
域
で
、
ま
だ
接
続
工
事
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
１
日
も
早
い
切
り
替

え
を
お
願
い
し
ま
す
。

愛
西
市
公
共
施
設
等
個
別
施
設
計
画
を

公
表
し
ま
す

■問
財
政
課 

☎（
55
）７
１
３
２

▼
個
別
施
設
計
画
と
は
／
平
成
29
年
１
月
に

策
定
し
た「
愛
西
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
」の
方
針
を
基
に
、
各
施
設
の
実
状
、

課
題
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
個
別
施
設
ご

と
に
方
向
性
、
施
設
の
状
態
、
対
策
内
容
お

よ
び
実
施
時
期
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

▼
公
表
時
期
／
４
月
１
日（
水
）か
ら
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
表（
財
政
課
で
閲
覧
可
）

緑
の
募
金
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

■問
産
業
振
興
課 

☎（
55
）７
１
２
８

　
皆
さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
募
金
は
、
公

共
施
設
の
緑
化
や
学
校
の
花
育
活
動
な
ど
の
緑
化

事
業
の
た
め
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
期
間
／
４
月
１
日（
水
）～
５
月
31
日（
日
）

の
２
か
月
間

▼
募
金
箱
設
置
場
所
／
市
役
所
・
各
支
所
・

文
化
会
館
・
佐
織
公
民
館
・
消
防
署
な
ど

固
定
資
産
評
価（
土
地
）現
地
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

■問
税
務
課 

☎（
55
）７
１
２
２

　
現
地
調
査
は
、
土
地
に
接
す
る
道
路
の
幅

員
や
状
態
な
ど
を
把
握
し
、
適
正
な
評
価
を

行
う
た
め
の
も
の
で
す
。

　
調
査
は
市
が
委
託
し
た
業
者
が
行
い
、
写

真
撮
影
を
行
い
ま
す
。
調
査
員
は
市
が
発
行

し
た
顔
写
真
付
き
の「
調
査
員
証
」を
必
ず
携

帯
し
て
い
ま
す
。

▼
調
査
期
間
／
４
月
１
日（
水
）～
令
和
3
年

３
月
31
日（
水
）

自治基本条例とまちづくり⑫

自治基本条例の策定に携わった市民の方が講師になり、市内の中学２年生を対象に自治基本条例の出前授
業を行いました。授業では、講師が描いた大きな絵を使って自治の基本的な考え方、自治の基本原則を説
明し、写真パネルで地域活動の取り組みを紹介しました。

〈授業の感想〉
・ 「自分たちの地域をつくるのは自分たち」という自覚が芽

生えました。
・ 出前授業で学んだことをむだにせず、これからの社会で

積極的に前に出ていけるような存在になりたい。
・ 私達でも取り組むことのできる活動に参加してみて、地

域のためになることをしてみたい。
・ ぼくたちがこのまちを活気あふれるまちにします。ぼく

たちが愛西市をよりよいまちにできるように頑張ります。
・ 自分が動いても変わらないと思うのではなく、自分が動

くとどんなことができるのかを考えて、みんなが協力で
きる愛西市になるといいなと思っています。

次代を担う若い世代にまちづくりへの関心をもってもらおうと、自治基本
条例の出前授業を行っています。今回は、授業の様子と参加した生徒の
皆さんの感想をご紹介します。

問　市民協働課　☎（55）7113

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/


